
 
 

付 議 第 ５ 号 
 
 

高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行 
規則の一部を改正する規則議案 

 
 
 高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 17 年高知

県教育委員会規則第 23 号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決

を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   （３）規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。 

  
 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 委 員 会 規 則  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 立 青 少 年 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の

一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 30年  月  日  

高 知 県 教 育 長  田 村  壯 児  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

高 知 県 立 青 少 年 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行  

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 立 青 少 年 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 平 成 17年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 23号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 若 し く は 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 を 所

持 す る 者 」 を 「 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 、 戦 傷 病 者 手 帳 若 し く

は 被 爆 者 健 康 手 帳 を 所 持 す る 者 （ 第 ４ 項 に お い て 「 身 体 障 害 者

等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 前 ２ 号 」 を 「 前 ３ 号 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し 、 同 項 第 ２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加

え る 。  

(３ ) 知 事 が 交 付 す る 高 知 家 健 康 パ ス ポ ー ト の う ち 教 育 委 員 会

が 別 に 定 め る も の （ 第 ５ 項 に お い て 「 高 知 家 健 康 パ ス ポ ー

ト 」 と い う 。 ） を 所 持 す る 者 が ト レ ー ニ ン グ 室 を 利 用 す る 場

合  

第 ７ 条 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。  

４  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 身 体 障 害 者 等 が ト レ ー ニ ン グ 室

に 入 場 す る 際 に 当 該 所 持 す る 身 体 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神

障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 、 戦 傷 病 者 手 帳 又 は 被 爆 者 健 康 手 帳 を 提 示

す る こ と を も っ て 、 当 該 身 体 障 害 者 等 及 び 当 該 身 体 障 害 者 等 に

係 る 介 護 者 に つ い て 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ く 使 用 料 の 減 額 又

は 免 除 の 承 認 を 得 た も の と み な す 。  

５  第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定

す る 者 が ト レ ー ニ ン グ 室 に 入 場 す る 際 に 高 知 家 健 康 パ ス ポ ー ト

を 提 示 す る こ と を も っ て 、 当 該 者 に つ い て 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に

基 づ く 使 用 料 の 減 額 又 は 免 除 の 承 認 を 得 た も の と み な す 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則  

◎ 高 知 県 立 青 少 年 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

別紙  

１  



新      旧      対      照      表 

新 旧 

高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 高知県立青少年体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 

 

本則 

 

本則 

  

(使用料の減免の申請等) 

第 7 条 条例第 8条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要が

あると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(使用料の減免の申請等) 

第 7 条 条例第 8条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要が

あると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者

手帳若しくは被爆者健康手帳を所持する者(第 4項において「身体障

害者等」という。)及びその介護者又はこれらの者で構成する団体が

許可施設等を利用する場合 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所

持する者及びその介護者又はこれらの者で構成する団体が許可施設等

を利用する場合 

(3) 知事が交付する高知家健康パスポートのうち教育委員会が別に定

めるもの(第 5項において「高知家健康パスポート」という。)を所持

する者がトレーニング室を利用する場合 

 

(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認め

た場合 

(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認め

た場合 

2・3 略 2・3 略 

4 前 2 項の規定にかかわらず、身体障害者等がトレーニング室に入場す

る際に当該所持する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳を提示することをもって、当該身

体障害者等及び当該身体障害者等に係る介護者について条例第 8条の規

定に基づく使用料の減額又は免除の承認を得たものとみなす。 

 

5 第 2 項及び第 3項の規定にかかわらず、第 1項第 3号に規定する者が

トレーニング室に入場する際に高知家健康パスポートを提示することを

もって、当該者について条例第 8条の規定に基づく使用料の減額又は免

除の承認を得たものとみなす。 
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